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序

言

馬
王
堆
吊
書

一
九
七
三
年
に
長
沙
馬
王
堆
漢
墓
よ
り
出
土
し
た
諸
文
献
は
、
中
国
古

代
思
想
史
研
究
に
再
検
討
を
迫
る
貴
重
な
資
料
と
し
て
注
目
を
浴
ぴ
て
い

る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
馬
王
堆
吊
書
の
内
、
古
侠
書
『
明
君
』
を
取
り

上
げ
、
そ
の
思
想
史
的
意
義
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

馬
王
堆
吊
書
と
し
て
著
名
な
の
は
、
『
老
子
』
甲
本
・
乙
本
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
『
明
君
』
は
、
そ
の
『
老
子
』
甲
本
の
巻
後
に
位
置

す
る
四
種
の
古
侠
書
の
内
の
―
つ
で
あ
る
。
そ
の
筆
写
年
代
を
確
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
『
老
子
』
甲
本
・
乙
本
及
び
他
の
三
種
の
古

侠
書
同
様
、
漠
の
高
祖
劉
邦
の
眸
を
避
け
て
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
一

つ
の
有
力
な
可
能
性
と
し
て
、
劉
邦
晩
年
ま
で
の
時
期
を
そ
の
下
限
と
し

て
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
諸
国
の
分
裂
•
戦
闘
状
態
を
前
提

と
し
、
天
下
統
一
へ
の
強
烈
な
指
向
を
見
せ
る
な
ど
の
内
容
上
の
特
色
か

ら
推
測
す
れ
ば
、
そ
の
成
立
時
期
は
概
ね
戦
国
末
期
と
見
て
お
く
の
が
妥

当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
明
君
』

『
明
君
』
は
「
明
君
の
実
」
「
人
君
の
大
務
」
と
は
何
か
と
い
う
君
主

の
問
い
に
対
し
て
、
「
臣
」
が
自
説
を
奏
上
す
る
と
い
う
君
臣
問
答
体
の

形
態
を
と
る
。
た
だ
問
答
体
と
は
言
っ
て
も
、
資
料
の
ほ
と
ん
ど
は
こ
の

臣
下
の
論
述
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
お
り
、
君
主
の
側
に
は
こ
れ
と
言
っ

た
主
張
は
見
ら
れ
な
い
。
即
ち
こ
の
文
献
は
、
問
答
体
の
体
裁
を
採
り
つ

っ
、
結
局
は
「
臣
」
の
思
想
を
披
雅
し
た
も
の
と
言
え
る
。

「
明
君
」
と
い
う
書
名
は
、
初
め
か
ら
吊
書
に
記
さ
れ
て
い
た
も
の
で

は
な
く
、
右
の
如
く
こ
の
古
侠
書
が
「
明
君
」
と
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か

を
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
『
馬
王
堆
漢
絡
吊
書
』
の
編
者
・
国
家
文

物
局
古
文
献
研
究
室
に
よ
っ
て
仮
に
命
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
（
従
っ
て
、

そ
の
原
題
は
未
詳
で
あ
り
、
『
漠
書
』
芸
文
志
に
記
さ
れ
て
い
る
い
ず
れ

か
の
古
侠
書
に
比
定
し
得
る
の
か
、
或
い
は
芸
文
志
成
立
の
時
期
以
前
に

夙
に
亡
侠
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
か
等
に
つ
い
て
も
、
現
在
の
と
こ
ろ
、

全
く
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
名
も
な
き
文
献
を
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
そ
の
内
容
が

思
想
史
の
展
開
を
辿
る
上
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
に
他

の
思
想
史
的
意
義

湯

浅

邦

弘

(1) 
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な
ら
な
い
。
古
侠
書
『
明
君
』
の
主
題
は
、
諸
国
の
分
裂
•
戦
闘
状
態
を

い
か
に
終
息
さ
せ
、
い
か
に
天
下
統
一
を
実
現
さ
せ
る
か
、
と
い
う
点
で

一
貫
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
非
常
に
概
括
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
そ
こ

に
は
儒
家
的
な
側
面
と
法
家
的
な
側
面
と
の
共
存
状
態
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
が
無
意
味
に
併
存
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
全

体
と
し
て
一
応
の
整
合
性
を
保
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

先
秦
か
ら
漠
代
に
至
る
僻
法
両
思
想
の
展
開
を
探
ろ
う
と
す
る
時
、
こ

の
『
明
君
』
は
、
容
易
に
は
閑
却
し
得
な
い
思
想
的
特
色
を
備
え
て
い
る

と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
従
来
の
思
想
史
研
究
に
お
い
て
、
戦
国
末
か
ら
漢

初
に
至
る
一
世
紀
余
り
の
時
期
は
、
中
国
世
界
の
混
乱
に
よ
る
資
料
的
制

約
か
ら
、
若
干
の
空
白
状
態
を
呈
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て

も
、
戦
国
末
期
に
成
立
し
、
漠
代
初
期
ま
で
に
筆
写
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

『
明
君
』
は
、
極
め
て
重
要
な
資
料
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
が
、
馬

王
堆
漠
墓
吊
書
『
明
君
』
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
こ
う
し
た
理
由
に
よ
る
。

一
、
法
家
的
側
面
の
検
討

先
ず
、
以
下
の
二
章
で
は
、
『
明
君
』
の
思
想
を
便
宜
上
、
法
家
的
側

面
、
儒
家
的
側
面
に
区
分
し
た
上
で
、
各
々
検
討
を
加
え
る
。
法
家
・
僻

家
と
い
う
言
葉
は
漠
然
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
商
映
•
韓
非
に
代

表
さ
れ
る
先
秦
の
法
家
思
想
、
孔
子
・
孟
子
に
代
表
さ
れ
る
先
秦
の
儒
家

思
想
に
各
々
限
定
し
、
考
察
を
進
め
て
行
き
た
い
。

本
章
で
は
先
ず
、
『
明
君
』
の
思
想
的
特
色
の
内
、
法
家
的
側
面
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
る
。

そ
こ
で
先
ず
注
目
さ
れ
る
の
が
、
「
明
君
」
と
い
う
「
名
」
と
そ
の

「
実
」
と
に
対
す
る
以
下
の
よ
う
な
議
論
で
あ
る
。

S
お
も
え

臣
以
ら
く
明
君
に
は
必
ず
実
有
り
。
明
君
の
実
と
は
笑
何
。
曰
く
、

小
な
れ
ば
則
ち
能
く
大
と
為
し
、
弱
な
れ
ば
則
ち
能
く
強
と
為
す
。

□
□
し
て
能
く
自
ら
尊
き
な
り
。
此
れ
明
君
の
実
な
り
。
曰
く
、
君
、

笑
ぞ
得
て
尊
き
。
曰
く
、
戦
勝
す
れ
ば
則
ち
君
尊
し
。
地
を
攻
取
し

て
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
地
者
。
務
め
は
攻
戦
し
て
止
む
る
に
在
り
。
是

を
以
て
賢
士
明
君
、
其
の
攻
戦
に
存
る
を
知
る
な
り
°
故
に
邦
国
を

ゅ

挙
げ
て
兵
を
積
む
。

(
I
)

こ
の
一
段
は
、
明
君
に
は
必
ず
実
が
あ
る
、
と
の
臣
の
発
言
に
始
ま
る
。

で
は
「
明
君
の
実
」
と
は
何
か
、
と
い
う
君
主
の
問
い
に
対
し
、
臣
は
、

「
小
な
れ
ば
則
ち
能
く
大
と
為
し
、
弱
な
れ
ば
則
ち
能
く
強
と
為
す
」
こ

と
に
よ
り
、
「
能
く
自
ら
尊
き
」
結
果
を
得
る
こ
と
で
あ
る
と
答
え
る
。

更
に
、
「
自
ら
尊
き
」
結
果
は
、
具
体
的
に
は
「
戦
勝
」
「
取
地
」
に
よ
っ

て
齋
さ
れ
る
と
説
く
。
従
っ
て
、
そ
の
責
務
が
「
攻
戦
に
存
る
」
こ
と
を

熟
知
し
て
い
る
「
賢
士
明
君
」
は
軍
事
力
心
強
化
に
心
血
を
注
ぐ
の
で
あ

る
、
と
力
説
す
る
。

こ
こ
で
は
、
「
明
君
」
と
い
う
名
に
対
す
る
「
実
」
の
充
実
が
要
求
さ

れ
て
い
る
。
当
時
の
思
想
界
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
名
実
論
は
学
派
の
対

立
を
越
え
た
共
通
の
課
題
で
あ
り
、
荀
子
は
正
名
論
を
、
韓
非
子
は
刑
名

参
同
術
を
各
々
の
立
場
か
ら
主
張
し
、
更
に
、
後
に
名
家
と
呼
ば
れ
る
人
々

は
、
名
実
論
を
主
要
な
思
想
的
課
題
と
し
て
専
論
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ

(2) 
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て
、
名
と
実
の
関
係
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
は
、
さ
し
た
る

新
味
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
「
実
」

の
内
容
は
、
軍
事
力
の
増
大
・
強
化
、
そ
し
て
勝
利
で
あ
る
。
明
君
と
い

う
名
は
戦
勝
と
い
う
実
に
よ
っ
て
初
め
て
充
た
さ
れ
る
と
い
う
主
張
は
、

他
の
名
実
論
に
比
べ
て
極
め
て
過
激
な
、
ま
た
当
時
の
歴
史
的
状
況
を
考

え
れ
ば
極
め
て
現
実
的
な
名
実
論
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

も
っ
と
も
、
韓
非
子
の
如
き
明
確
な
刑
名
参
同
の
主
張
は
見
ら
れ
ず
、

従
っ
て
、
明
君
と
い
う
「
名
」
と
戦
勝
と
い
う
「
実
」
と
を
如
何
に
照
合

す
る
か
、
と
い
う
側
面
に
つ
い
て
は
、
充
分
な
思
索
が
な
さ
れ
て
い
な
い

と
も
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
君
と
い
う
美
名
を
真
の
美
名
た
ら
し

め
る
の
が
軍
事
力
の
増
強
と
戦
勝
に
あ
る
と
し
た
点
は
、
峻
厳
な
富
国
強

兵
策
に
よ
っ
て
戦
国
の
世
を
戦
ち
抜
き
、
強
大
な
軍
事
力
を
背
景
に
中
国

世
界
の
統
一
を
図
ら
ん
と
し
た
商
映
•
韓
非
子
の
立
場
を
紡
彿
と
さ
せ
る

も
の
が
あ
る
。
『
明
君
』
に
お
け
る
法
家
的
側
面
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の

は
、
先
ず
こ
う
し
た
明
君
の
「
実
」
の
内
容
で
あ
る
。

次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
以
下
の
如
き
尚
賢
論
で
あ
る
。
「
尚
賢
」
も

右
の
「
名
実
」
同
様
、
学
派
の
対
立
を
越
え
て
盛
ん
に
議
論
さ
れ
た
思
想

的
課
題
で
あ
っ
た
。
特
に
儒
・
墨
の
尚
賢
論
は
名
高
い
。
で
は
、
『
明
君
』

に
お
け
る
尚
賢
論
は
如
何
な
る
特
色
を
備
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

•
天
下
の
良
を
緊
め
て
独
り
之
を
有
つ
。
故
に
能
＜
氾
強
た
り
。
強
け

れ
ば
則
ち
天
下
を
制
す
。

(
I
)

•
故
に
曰
く
、
材
を
論
じ
て
職
を
酬
し
、
功
を
論
じ
て
賞
炭
を
厚
く
し
、

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
而
し
て
令
行
わ
る
。

(
I
)

是
の
故
に
菩
く
戦
う
者
は
其
の
城
囲
ま
れ
ず
、
善
く
守
る
者
は
其
の

『
明
君
』
に
お
け
る
尚
賢
論
の
特
色
は
、
右
の
如
く
、
天
下
中
か
ら
有
用

な
人
材
を
選
抜
し
て
独
占
せ
よ
、
と
説
く
点
に
あ
る
。
「
賢
」
の
内
容
に

つ
い
て
は
明
確
な
定
義
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
天
下
の
良
を
緊
め
て

独
り
之
を
有
つ
」
こ
と
に
よ
り
、
「
氾
強
」
と
な
り
「
天
下
を
制
す
」
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
の
主
張
か
ら
推
せ
ば
、
そ
れ
は
恐
ら
く
、
人
徳

を
備
え
た
儒
家
的
賢
者
を
指
す
の
で
は
な
く
、
国
家
の
強
大
化
に
機
能
的

に
作
用
す
る
法
家
的
賢
者
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
、
商

映
•
韓
非
子
同
様
、
「
材
を
論
じ
て
職
を
酬
し
」
の
如
く
職
分
を
限
定
し

た
上
で
、
「
功
を
論
じ
て
賞
疫
を
厚
く
し
」
の
如
く
能
力
•
結
果
を
重
視

す
る
態
度
か
ら
も
容
易
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

か
く
の
如
く
、
君
主
に
よ
っ
て
厳
選
さ
れ
独
占
さ
れ
る
「
天
下
の
良
」

が
「
制
天
下
」
に
直
結
す
る
材
士
を
意
味
す
る
こ
と
は
、
先
の
「
明
君
」

像
と
相
侯
っ
て
重
要
で
あ
る
。
先
に
君
主
の
側
は
、
明
君
と
い
う
名
に
対

す
る
軍
事
的
勝
利
と
い
う
実
を
要
求
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
説

か
れ
る
君
・
臣
は
、
「
戦
勝
」
「
制
天
下
」
と
い
う
同
一
目
標
の
下
に
設

定
さ
れ
、
互
い
に
密
接
な
関
係
を
持
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る

主
張
は
、
諸
国
の
分
裂
と
間
断
な
き
戦
闘
と
い
う
危
機
的
状
況
を
前
提
と

し
な
け
れ
ば
理
解
し
難
い
見
解
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
次
に
、
こ
う
し
た
戦
争
を
め
ぐ
る
『
明
君
』
の
主
張
に
耳
を

傾
け
る
こ
と
に
す
る
。
先
ず
、
前
記
の
名
実
論
・
尚
賢
論
か
ら
も
明
ら
か

な
如
く
、
戦
争
は
天
下
統
一
に
至
る
重
要
な
手
段
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い

る。

(3) 
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地
亡
わ
れ
ず
。
守
戦
は
邦
の
大
務
な
り
。
而
し
て
賢
君
独
り
焉
を
積

む
。
故
に
敵
元
し
。

(
I
)

「
守
戦
は
邦
の
大
務
」
で
あ
る
こ
と
を
充
分
に
認
識
し
た
「
賢
君
」
の
み

が
天
下
を
制
圧
し
得
る
の
で
あ
る
と
の
主
張
は
、
富
国
強
兵
を
掲
げ
て
天

下
統
一
へ
の
道
を
絲
進
し
た
秦
帝
国
の
姿
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
こ
に
は
、

戦
争
そ
の
も
の
に
対
す
る
批
判
や
躊
躇
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
逆
に
、
侵
略
さ
れ
る
側
の
不
備
が
次
の
如
く

責
め
ら
れ
て
い
る
。

今
、
夫
れ
万
家
の
衆
、
百
里
の
地
、
此
れ
其
の
宝
と
為
す
も
の
多
し
。

已
に
し
て
人
主
、
守
禦
•
戦
闘
の
勝
理
有
る
に
非
ず
。
以
為
ら
く
、

郡
敵
必
ず
之
を
危
ぶ
ま
ん
。
故
に
利
は
愈
々
大
に
し
て
、
天
下
の
之

を
欲
す
る
や
愈
々
甚
し
。

(
I
)

国
内
に
「
利
」
「
宝
と
為
す
も
の
」
を
抱
え
な
が
ら
、
そ
れ
を
「
守
禦
・

戦
闘
」
し
て
勝
利
を
収
め
得
る
「
理
」
を
、
世
の
君
主
達
は
知
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
「
郡
敵
必
ず
之
を
危
ぶ
」
む
こ
と
に
な
ろ
う
、
と
の
警
告
は
、

侵
略
す
る
側
の
非
で
は
な
く
、
侵
略
さ
れ
る
側
の
不
備
を
厳
し
く
追
及
し

た
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
商
映
の
軍
爵
制
や
韓
非
子
の
信
賞
必

罰
の
主
張
同
様
、
「
利
」
を
追
求
す
る
人
間
の
「
欲
」
は
、
自
明
の
こ
と

と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
欲
望
を
抱
く
こ
と
に
非
が
あ
る
の
で
は
な
く
、

「
利
」
を
諸
国
の
前
に
晒
し
な
が
ら
「
守
禦
•
戦
闘
の
勝
理
」
を
知
ら
ず
、

郡
敵
の
進
攻
を
阻
止
し
得
な
い
こ
と
に
こ
そ
非
が
あ
る
の
で
あ
る
、
と

『
明
君
』
は
警
告
す
る
。

か
か
る
主
張
は
、
中
国
世
界
の
分
裂
と
悲
惨
な
侵
略
戦
争
と
を
目
の
当

た
り
に
し
、
人
間
の
欲
望
の
凄
ま
じ
さ
に
危
機
感
を
抱
い
て
形
成
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
隣
国
の
人
々
に
対
し
、
欲
望
を
断
て
と
呼
び
か
け

る
努
力
を
放
棄
し
た
と
も
言
え
る
『
明
君
』
は
、
正
し
く
戦
国
末
期
の
所

産
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

但
し
、
自
国
の
人
間
が
抱
く
欲
望
に
つ
い
て
は
、
や
や
事
情
を
異
に
す

る
。
商
映
や
韓
非
子
も
、
自
国
の
民
の
欲
望
を
如
何
に
し
て
富
国
強
兵
へ

と
転
化
さ
せ
る
か
に
苦
慮
し
、
そ
れ
が
か
の
軍
爵
制
や
信
賞
必
罰
の
主
張

を
生
み
出
す
契
機
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

『
明
君
』
に
お
い
て
も
、
自
国
の
君
主
の
個
人
的
奢
俊
が
次
の
如
く
姐

上
に
乗
せ
ら
れ
て
い
る
。

•
台
室
は
則
ち
崇
高
、
汗
池
は
則
ち
広
深
°
其
の
之
を
飾
る
所
以
の
者

は
、
以
て
丹
・
黍
•
青
・
黄
•
銀
•
玉
□
口
有
り
。
此
れ
其
の
情
、

美
な
る
か
な
、
爛
な
る
か
な
。
先
王
の
目
、
美
と
せ
ざ
る
に
非
ざ
る

な
り
。
已
に
し
て
周
、
何
の
故
に
茅
茨
枯
柱
為
り
や
。
曰
く
、
美
と

す
る
は
是
れ
城
を
美
と
す
る
に
若
か
ざ
れ
ば
な
り
。

(II)

・
表
・
封
・
営
・
螢
•
高
台
華
槃
は
、
先
王
美
と
せ
ざ
る
に
非
ざ
る
な

り
。
然
り
而
し
て
左
右
の
人
緩
吊
の
衣
・
疎
穀
の
冠
な
る
は
、
曰
く
、

美
と
す
る
は
是
れ
兵
を
美
と
す
る
に
若
か
ざ
れ
ば
な
り
。

(II)

．
務
め
て
弓
弩
を
業
し
、
車
馬
を
脩
め
て
馳
駿
し
、
兒
虎
を
猟
射
し
て

必
ず
之
に
勝
つ
は
、
主
、
楽
し
ま
ざ
る
に
非
ざ
る
な
り
。
然
れ
ど
も

之
を
為
さ
ざ
る
は
、
曰
く
、
務
め
は
是
れ
暴
を
禁
ず
る
に
若
か
ざ
れ

ば
な
り
。

(II)

こ
こ
で
は
、
恐
ら
く
当
時
の
状
況
を
反
映
す
る
と
思
わ
れ
る
君
主
の
個
人

(4) 
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的
奢
俊
の
様
と
、
周
初
を
想
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
先
王
の
立
場
と
が

対
比
さ
れ
て
い
る
。

先
王
は
、
崇
高
な
る
台
室
や
広
深
な
る
汗
池
、
そ
し
て
色
鮮
や
か
な
丹
．

奈
•
青
・
黄
•
銀
•
玉
な
ど
の
装
飾
を
す
ば
ら
し
い
と
感
じ
な
か
っ
た
訳

で
は
な
い
。
し
か
し
、
茅
茨
枯
柱
に
甘
ん
じ
た
の
は
、
城
塞
の
強
化
を
、

よ
り
重
要
と
考
え
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
、
装
・
螢
な
ど
の
衣
服
・

装
飾
品
に
つ
い
て
も
、
先
王
は
そ
れ
ら
の
価
値
を
認
め
な
か
っ
た
訳
で
は

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
左
右
の
人
、
緩
吊
の
衣
・
疎
殻
の
冠
な
る
」

状
態
で
あ
っ
た
の
は
、
「
兵
を
美
と
す
る
」
こ
と
を
よ
り
急
務
と
考
え
た

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
田
猟
の
快
感
に
つ
い
て
も
、
先
王
は
決
し
て
そ

れ
を
認
め
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、
単
な
る
遊
び
に
耽
ら
な
か
っ

た
の
は
、
「
暴
を
禁
ず
る
」
と
い
う
大
務
を
控
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
先
王
は
、
建
築
物
や
衣
服
•
装
飾
品
、
そ
し
て
田
猟
な
ど
の

価
値
を
一
応
容
認
し
な
が
ら
も
、
「
美
城
」
「
美
兵
」
「
禁
暴
」
等
を
大

局
的
見
地
か
ら
更
に
重
視
し
た
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
「
鐘
鼎
壺
鑑
、
残
し
て
□
口
と
為
し
」

(II)

「
ロ
ロ

侃
飾
、
尽
く
兵
用
と
為
」

(II)
し
、
ま
た
、
「
禁
苑
な
れ
ば
則
ち
群
を

殖
し
、
汗
池
な
れ
ば
則
ち
尽
く
漁
し
て
以
て
戦
士
に
食
わ
」

(II)
し
た
。

そ
の
結
果
、
「
当
壮
は
闘
い
に
奮
い
、
老
弱
は
守
り
に
奮
い
、
三
軍
の
士
、

剣
を
握
り
敵
を
屠
る
こ
と
父
母
の
仇
に
報
ず
る
が
若
き
」

(II)
で
あ
っ

た
と
い
う
。
即
ち
先
王
は
、
国
家
的
見
地
に
立
つ
軍
事
力
の
強
化
を
、
個

人
的
な
奢
俊
に
優
先
さ
せ
て
い
た
、
と
『
明
君
』
は
説
く
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
当
時
の
君
主
達
は
次
の
如
く
批
判
さ
れ
る
。

今
の
世
の
主
は
則
ち
然
ら
ず
。
圏
馬
、
萩
粟
を
食
い
、
戎
馬
、
枯
秤

を
食
う
。
…
…
保
儒
、
梁
肉
を
食
い
、
戦
士
、
鰺
駆
の
食
を
食
う
。

□
口
築
婢
、
錦
紬
を
衣
、
戦
士
、
大
布
を
衣
て
完
か
ら
ず
。
此
の
道

を
行
う
こ
と
有
り
て
、
而
も
能
く
戦
勝
守
固
す
る
者
、
臣
未
だ
之
れ

瞥
て
聞
か
ざ
る
な
り
。

(II)

君
主
の
個
人
的
欲
望
を
充
た
す
「
圏
馬
」
「
保
儒
」
「
笑
婢
」
等
の
衣
食

が
、
「
戎
馬
」
「
戦
士
」
よ
り
も
上
質
で
あ
る
と
の
状
況
は
、
前
記
の
先

王
の
場
合
と
は
全
く
逆
に
、
君
主
の
個
人
的
な
奢
俊
の
面
が
、
国
家
的
な

軍
事
の
面
よ
り
も
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
『
明
君
』
の
批

判
は
、
こ
う
し
た
倒
錯
現
象
に
よ
っ
て
「
戦
勝
守
固
」
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
当
時
の
君
主
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
先
ず
、
『
明
君
』
の
法
家
的
側
面
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き

た
。
「
明
君
」
と
い
う
名
に
対
す
る
「
実
」
を
要
求
し
、
し
か
も
そ
の

「
実
」
の
内
容
を
軍
事
力
の
強
化
で
あ
る
と
す
る
点
、
ま
た
、
結
果
主
義
・

能
力
主
義
に
立
脚
す
る
尚
賢
思
想
を
唱
え
る
点
、
更
に
は
、
人
間
の
欲
望

を
自
明
の
こ
と
と
し
た
上
で
、
侵
略
す
る
側
の
非
で
は
な
く
、
侵
略
さ
れ

る
側
の
不
備
を
責
め
る
点
、
そ
し
て
、
君
主
の
個
人
的
奢
俊
を
戒
め
つ
つ

国
家
的
見
地
か
ら
の
強
兵
を
説
く
点
な
ど
、
『
明
君
』
の
主
張
は
、
商
映
・

韓
非
子
の
思
想
に
種
々
類
似
す
る
側
面
を
持
つ
。
但
し
一
口
に
法
家
的
と

は
言
っ
て
も
、
飽
く
ま
で
商
映
•
韓
非
子
等
に
類
似
す
る
一
面
を
持
つ
と

い
う
に
過
ぎ
ず
、
例
え
ば
、
名
実
論
を
説
き
な
が
ら
刑
名
参
同
術
に
言
及

せ
ず
、
肝
心
な
法
思
想
そ
の
も
の
を
欠
く
な
ど
、
戦
国
末
の
法
家
思
想
と

し
て
の
理
論
的
水
準
は
、
そ
れ
ほ
ど
高
く
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

(5) 
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そ
れ
は
、
『
明
君
』
の
思
想
が
、
こ
う
し
た
法
家
的
側
面
の
み
に
止
ま

る
の
で
は
な
く
、
実
は
そ
の
全
体
像
が
や
や
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る

こ
と
に
も
起
因
す
る
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
『
明
君
』
の
今
―
つ
の
側
面
、

即
ち
儒
家
的
側
面
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

二
、
儒
家
的
側
面
の
検
討

儒
家
思
想
と
の
類
似
点
と
し
て
先
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
先
王
の
尊
重

で
あ
る
。
『
明
君
』
が
理
想
と
す
る
君
主
像
は
、
前
章
に
お
け
る
君
主
の

個
人
的
奢
俊
を
禁
ず
る
箇
所
で
も
見
ら
れ
た
如
く
、
常
に
先
王
の
姿
と
し

て
説
明
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
先
王
」
の
登
場
は
、
前
記
の
資
料
に
限
ら

ず
、
「
夫
れ
先
王
、
一
人
に
し
て
天
下
を
有
つ
」

(
I
)

「
夫
の
先
王
の

天
下
を
守
取
す
る
所
以
は
、
固
よ
り
世
と
理
を
異
に
す
れ
ば
な
り
」

(
I
)

「
夫
の
故
に
先
王
、
地
は
狭
く
人
は
少
き
も
、
口
□
口
強
、
功
は
帝
王
に

及
ぶ
」

(II)

「
先
王
□
□
必
勝
す
る
や
、
専
ら
以
て
身
の
為
に
す
る
に

非
ず
、
以
て
天
下
の
為
に
す
る
な
り
」

(III)
の
如
く
、
ほ
ぼ
全
編
に
亙
っ

て
い
る
。
こ
の
点
、
同
じ
戦
国
末
の
所
産
で
あ
り
な
が
ら
、
先
王
の
権
威

の
低
下
に
苦
慮
し
て
新
た
に
「
後
王
」
概
念
を
登
場
さ
せ
た
『
荀
子
』
や
、

先
王
尊
重
の
立
場
に
厳
し
い
批
判
を
浴
び
せ
か
け
た
『
韓
非
子
』
と
は
、

明
瞭
に
一
線
を
画
し
て
い
る
と
言
え
る
。

そ
し
て
、
こ
の
先
王
像
は
先
述
の
如
く
、
「
已
に
し
て
周
、
何
の
故
に

茅
茨
桔
柱
為
り
や
。
曰
く
、
美
と
す
る
と
は
是
れ
城
を
美
と
す
る
に
若
か

ざ
れ
ば
な
り
」

(II)
と
の
主
張
か
ら
、
恐
ら
く
は
周
初
の
先
王
を
想
定

し
て
成
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
明
君
』
の
こ
の
立
場
は
、
「
久
し

い
か
な
、
吾
れ
復
た
夢
に
周
公
を
見
ず
」
（
『
論
語
』
述
而
）
と
嘆
い
た

孔
子
や
、
梁
の
恵
王
に
王
道
政
治
を
力
説
し
た
孟
子
の
立
場
を
紡
彿
と
さ

せ
る
。
先
王
の
姿
に
借
り
て
理
想
的
君
主
像
を
説
く
『
明
君
』
の
こ
の
一

面
は
、
周
初
以
前
を
理
想
の
世
界
と
仰
ぐ
孔
子
・
孟
子
の
立
場
と
軌
を
一

に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

次
に
、
こ
の
点
と
関
連
し
て
、
『
明
君
』
が
如
何
な
る
統
治
体
制
を
理

想
と
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

•
夫
の
故
に
是
を
以
て
攻
戦
す
れ
ば
、
天
下
敢
て
塞
が
ず
、
是
を
以
て

た
め

守
禦
す
れ
ば
、
天
下
敢
て
試
さ
ざ
る
な
り
。
夫
の
故
に
天
子
の
淀
臣
・

諸
候
の
君
を
遷
す
。

(
I
)

•
故
に
夫
の
不
勝
の
道
為
る
や
、
固
よ
り
有
つ
を
得
る
元
し
。
口
人
の

必
勝
と
言
う
は
、
何
を
か
謂
わ
ん
や
。
日
く
、
地
を
し
て
攻
畝
せ
し

め
、
諸
侯
を
し
て
職
有
ら
し
む
。
目
、
色
を
極
め
て
之
を
視
、
口
、

味
を
極
め
て
之
を
食
い
、
耳
、
声
を
極
め
て
之
を
聴
く
。
然
ら
ば
則

ち
耳
目
の
楽
し
み
を
旋
う
は
、
必
勝
す
る
に
若
く
は
莫
し
。
邦
を
安

ん
じ
志
を
信
ぶ
る
は
必
勝
す
る
に
若
く
は
莫
し
。
天
下
を
し
て
攻
畝

せ
し
め
、
諸
侯
を
し
て
職
有
ら
し
む
。
此
れ
媒
に
弱
者
な
ら
ん
や
。

此
れ
強
者
な
り
。
此
れ
幾
に
夫
の
制
せ
ら
る
る
者
な
ら
ん
や
。
此
れ

人
を
制
す
る
者
な
り
°
故
に
勝
と
不
勝
と
、
此
く
の
如
く
明
ら
か
な

り
。
（
田
）

明
君
と
賢
臣
の
努
力
に
よ
っ
て
天
下
統
一
に
成
功
し
た
場
合
、
如
何
な

る
統
治
体
制
を
採
る
か
に
つ
い
て
『
明
君
』
は
、
「
天
下
の
淀
臣
・
諸
侯

(6) 
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の
君
を
遷
し
」
「
地
を
し
て
攻
畝
せ
し
め
、
諸
侯
を
し
て
職
有
ら
し
む
」

と
述
べ
る
。
こ
れ
ら
の
主
張
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
周
王
朝
の
理
想
で
あ
っ

た
封
建
制
に
近
い
体
制
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
も
っ
と
も
こ
の
主
張
は
、
軍
事
的
勝
利
を
収
め
た
明
君
は
諸
侯
を
自

在
に
操
作
し
得
る
、
と
の
点
を
強
調
す
る
為
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、

単
純
な
封
建
制
の
主
張
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
少
く
と

も
、
「
諸
侯
」
は
「
職
有
」
る
存
在
と
し
て
認
め
ら
れ
て
お
り
、
秦
帝
国

の
採
用
し
た
郡
県
制
と
は
明
瞭
に
一
線
を
画
す
る
主
張
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。こ
の
内
、
後
半
の
資
料
に
於
て
『
明
君
』
は
、
君
主
の
欲
望
論
を
再
び

取
り
上
げ
、
「
必
勝
ー
|
仰
砿
雰
盆5
•諸
侯
有
職
|
|
除
T
ー
ー
制
人
」
と

い
う
関
係
を
明
示
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
一
連
の
行
為
・
状
態
が
人
間
（
君
主
）

の
欲
望
に
合
致
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
先
に
『
明
君
』
は
、
個
人
的
奢

俊
に
走
ろ
う
と
す
る
君
主
の
欲
望
を
禁
じ
た
訳
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

「
耳
目
の
楽
し
み
を
競
う
は
、
必
勝
す
る
に
若
く
は
莫
し
」
と
、
そ
の
欲

望
を
何
に
よ
っ
て
充
足
す
べ
き
か
を
明
確
に
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ

れ
と
は
対
極
を
な
す
「
不
勝
ー
—
元
得
有
—
—
蔀
[
I

見
制
」
と
い
う
関

係
を
も
同
時
に
示
し
、
こ
の
一
連
の
行
為
・
状
態
が
如
何
に
好
ま
し
く
な

い
か
、
如
何
に
人
間
の
不
満
を
募
ら
せ
る
か
、
を
暗
に
示
す
。

か
く
の
如
く
、
「
攻
戦
」
「
守
禦
」
「
必
勝
」
「
制
人
」
な
ど
、
依
然

と
し
て
そ
の
軍
事
的
色
彩
は
濃
厚
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
必
勝
」

し
、
「
人
を
制
」
し
た
後
、
天
下
を
如
何
に
統
治
し
て
行
く
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
の
議
論
は
、
比
較
的
穏
当
で
あ
る
。
嘗
て
の
先
王
を
思
慕
し
、

封
建
制
の
如
き
体
制
を
理
想
と
し
た
『
明
君
』
の
姿
は
、
そ
の
一
面
に
お

い
て
、
俯
家
思
想
に
著
し
く
類
似
し
て
い
る
と
言
え
る
。

更
に
注
目
す
べ
き
第
三
の
点
と
し
て
、
儒
家
的
徳
目
の
蒋
重
と
い
う
点

が
挙
げ
ら
れ
る
。

•
先
王
、
将
に
仁
を
広
げ
義
を
大
に
し
て
以
て
天
下
を
利
せ
ん
と
す
。

(Ill) 

•
故
に
曰
く
、
明
君
、
広
む
る
も
の
有
り
、
大
に
す
る
も
の
有
り
、
処

る
と
こ
ろ
有
り
、
用
い
る
も
の
有
り
、
積
む
も
の
有
り
、
待
つ
も
の

有
り
、
取
る
も
の
有
り
。
以
て
夫
の
明
君
の
広
む
る
所
の
者
は
仁
な

り
。
大
に
す
る
所
の
者
は
義
な
り
。
処
る
所
の
者
は
誠
な
り
。
用
い

る
所
の
者
は
良
な
り
。
積
む
所
の
者
は
兵
な
り
。
待
っ
所
の
者
は
時

な
り
。
取
る
所
の
者
は
暴
な
り
°
故
に
曰
く
、
仁
を
広
む
れ
ば
則
ち

天
下
之
に
親
し
み
、
義
を
大
に
す
れ
ば
則
ち
天
下
之
に
与
し
、
誠
に

処
れ
ば
則
ち
天
下
之
を
信
じ
、
良
を
用
い
れ
ば
則
ち
天
下
之
を
敬
し
、

兵
を
積
め
ば
則
ち
必
勝
し
、
時
を
待
て
ば
則
ち
功
大
に
し
て
、
暴
を

取
れ
ば
則
ち
害
除
か
れ
天
下
利
す
る
な
り
。

(Ill)

先
王
は
、
確
か
に
軍
事
的
勝
利
に
よ
っ
て
天
下
を
統
一
す
る
。
し
か
し
、

そ
の
先
王
の
目
標
は
、
「
仁
を
広
げ
義
を
大
に
し
て
以
て
天
下
を
利
」
す

る
こ
と
に
あ
る
と
『
明
君
』
は
述
べ
る
。
但
し
右
の
内
、
後
半
の
資
料
で

は
、
「
広
仁
」
「
大
義
」
「
処
誠
」
「
用
良
」
「
積
兵
」
「
待
時
」
「
取

暴
」
が
並
列
の
関
係
に
置
か
れ
て
お
り
、
「
仁
」
「
義
」
の
優
位
は
そ
れ

ほ
ど
明
確
で
は
な
い
か
の
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
配
列
の

順
序
や
、
「
広
仁
」
「
大
義
」
の
み
を
特
別
に
掲
げ
る
前
半
の
資
料
か
ら

(7) 
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推
し
て
、
や
は
り
「
仁
」
「
義
」
と
い
っ
た
儒
家
的
徳
目
に
最
終
的
な
重

点
が
置
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
他
、
儒
家
的
側
面
を
示
す
も
の
と
し
て
、
「
故
に
詩
に
曰
く
、
高

丘
の
下
、
必
ず
大
峡
有
り
。
高
台
の
下
、
必
ず
深
池
有
り
」

(II)
と、

僅
か
一
箇
所
で
は
あ
る
が
、
詩
（
侠
詩
）
の
引
用
が
挙
げ
ら
れ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
自
説
の
正
当
化
の
た
め
に
詩
を
引
用
す
る
の
は
、
ひ
と
り
儒
家
に

限
定
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、
右
の
「
広
仁
」
「
大
義
」
等
の
主

張
と
相
侯
っ
て
、
詩
の
引
用
は
注
目
に
値
す
る
。
少
く
と
も
、
『
明
君
』

が
単
な
る
法
家
的
或
い
は
軍
事
的
著
作
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て

い
る
。ま
た
、
先
述
の
如
く
、
盛
ん
に
軍
事
力
の
強
化
を
説
き
、
法
家
思
想
と

の
類
似
点
を
示
し
な
が
ら
、
法
家
思
想
の
核
と
な
る
べ
き
法
思
想
そ
の
も

の
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
裏
返
せ
ば
、
儒
家
的
側
面
を
支
え
る
重
大
な

要
素
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
二
章
に
亙
っ
て
、
馬
王
堆
吊
書
『
明
君
』
に
見
ら
れ
る
二
つ
の

側
面
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
来
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
『
明
君
』
は
、

商
映
•
韓
非
子
等
の
思
想
に
類
似
す
る
法
家
的
側
面
と
、
孔
子
・
孟
子
等

の
立
場
に
類
似
す
る
儒
家
的
側
面
と
の
二
つ
を
併
存
さ
せ
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。
先
秦
に
於
い
て
厳
し
い
対
立
を
見
せ
る
儒
・
法
両
思

想
が
一
著
作
の
中
に
併
存
す
る
現
象
は
、
極
め
て
興
味
深
い
。

三
、
王
霰
観
の
検
討

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
両
要
素
は
、
如
何
な
る
関
係
の
下
に
併
存
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
即
ち
、
矛
盾
し
た
ま
ま
、
或
い
は
ほ
匠
無
関
係
な
ま
ま

に
併
置
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
い
ず
れ
か
に
整
合
面
が
存
在
し

て
い
る
の
か
。

次
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
る
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る

の
は
、
『
明
君
』
に
於
け
る
次
の
如
き
「
王
」
「
術
」
観
で
あ
る
。

人
君
に
大
務
あ
り
。
人
君
の
大
務
と
は
何
ぞ
や
。
日
く
、
其
の
樹
租

す
る
所
に
存
り
。
其
の
樹
積
す
る
所
の
者
は
何
物
な
る
や
。
曰
く
、

弱
物
な
れ
ば
、
邦
に
半
ば
し
て
削
ら
れ
、
邦
に
盈
ち
れ
ば
而
ち
亡
ぶ
。

其
の
樹
積
す
る
所
、
強
物
な
れ
ば
、
邦
に
半
ば
し
て
覇
た
り
、
邦
に

盈
ち
れ
ば
而
ち
王
た
り
。

(III)

「
人
君
の
大
務
」
と
は
何
か
と
の
問
い
に
対
し
、
臣
は
、
「
其
の
樹
積

す
る
所
」
に
留
意
す
る
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
る
。
「
弱
物
」
を
「
邦
」
内

に
「
樹
積
」
し
て
行
っ
た
場
合
、
「
邦
に
半
ば
し
て
削
ら
れ
、
邦
に
盈
ち

れ
ば
而
ち
亡
」
び
、
ま
た
逆
に
、
「
強
物
」
を
「
樹
積
」
し
て
行
け
ば
、

「
邦
に
半
ば
し
て
覇
た
り
、
邦
に
盈
ち
れ
ば
而
ち
王
た
り
」
得
る
と
説
く
。

そ
れ
で
は
、
「
強
物
」
や
「
弱
物
」
を
「
樹
積
」
す
る
と
は
、
具
体
的

に
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

樹
強
と
は
奈
何
。
曰
く
、
兵
に
非
ざ
る
者
を
以
て
兵
を
害
う
母
か
れ
。

(III) 

右
の
如
く
、
「
兵
に
非
ざ
る
者
を
以
て
兵
を
害
う
」
こ
と
、
そ
れ
が
同

家
に
「
弱
物
」
を
「
樹
積
」
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
逆
に
、
軍
事
力
を

惹
稲
•
増
強
し
て
行
く
こ
と
、
そ
れ
が
「
強
物
」
を
「
樹
積
」
す
る
と
い

(8) 
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う
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
前
記
の
欲
望
論
と
重
ね
合
せ

る
と
、
よ
り
容
易
に
理
解
で
き
る
。
即
ち
『
明
君
』
は
、
君
主
の
個
人
的

奢
俊
と
国
家
的
見
地
か
ら
の
強
兵
と
を
対
比
し
て
前
者
を
否
定
し
た
訳
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
説
か
れ
る
「
兵
に
非
ざ
る
者
」
と
は
、
そ
の
君
主
の
個

人
的
奢
俊
を
、
ま
た
「
兵
」
と
は
、
そ
の
国
家
的
見
地
か
ら
の
強
兵
を
各
々

意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
よ
り
注
目
す
べ
き
な
の

は
、
そ
う
し
た
強
弱
の
対
比
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
「
樹
積
」
の
分
巌
に

よ
っ
て
国
家
・
君
主
が
「
覇
」
或
い
は
「
王
」
へ
と
昇
格
し
、
ま
た
「
樹

弱
」
の
度
合
に
よ
っ
て
「
削
」
或
い
は
「
亡
」
へ
顛
落
す
る
と
い
う
、
そ

の
特
異
な
王
覇
観
で
あ
る
。

か
か
る
王
覇
観
は
、
王
道
と
覇
道
、
儒
家
的
要
素
と
法
家
的
要
素
と
の

厳
し
い
対
立
を
解
消
さ
せ
、
両
者
の
併
存
を
許
容
す
る
こ
と
と
な
る
。

『
明
君
』
は
、
天
下
統
一
ま
で
の
過
程
に
於
て
は
、
主
と
し
て
軍
事
力
の

増
強
と
戦
闘
に
於
け
る
勝
利
を
主
張
し
、
統
一
以
後
の
目
標
と
し
て
は
、

更
に
仁
義
の
拡
延
を
掲
げ
て
い
た
。
ま
た
『
明
君
』
で
は
、
「
充
軍
」

「
攻
戦
」
「
必
勝
」
な
ど
、
従
来
覇
者
の
行
為
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、

す
べ
て
「
先
王
」
の
行
為
に
摺
り
換
え
ら
れ
て
も
い
た
。
こ
の
王
覇
観
は
、

中
国
思
想
史
の
上
で
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
秦
か
ら
漠
代
に
至
る
王
覇
観
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
日
原
利
国
氏

u
 

「
王
道
か
ら
覇
道
へ
の
転
換
」
に
明
快
な
説
明
が
見
ら
れ
る
。

•
孟
子
は
王
道
と
覇
道
を
峻
別
し
て
、
覇
道
を
厳
し
く
排
撃
し
た
。

•
荀
子
に
至
っ
て
、
覇
者
は
、
王
者
ー
覇
者
ー
強
者
ー
危
者
ー
ー
亡
者
と

い
う
価
値
の
序
列
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
。

•
童
仲
舒
•
桓
諒
•
王
充
な
ど
儒
教
国
教
化
以
後
の
思
想
で
は
、
王
覇

に
質
的
な
違
い
を
認
め
ず
、
程
度
差
と
し
た
。

•
孟
子
の
王
覇
観
を
桓
諏
•
王
充
ら
の
王
覇
等
質
観
へ
と
転
換
さ
せ
た

の
は
、
漠
初
の
『
公
羊
伝
』
の
論
理
で
あ
っ
た
。
（
荀
子
の
王
覇
観

に
は
転
換
の
論
理
が
不
足
し
て
い
た
。
）

•
『
公
羊
伝
』
に
は
「
覇
者
の
王
者
化
」
が
見
ら
れ
、
そ
こ
で
は
、
王

者
と
覇
者
の
違
い
は
倫
理
の
濃
淡
の
差
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

日
原
氏
の
見
解
を
ま
と
め
る
と
概
ね
右
の
如
く
に
な
る
が
、
こ
う
し
た
王

覇
観
の
流
れ
の
中
に
於
て
、
『
明
君
』
の
主
張
は
如
何
な
る
位
置
を
占
め

て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
『
明
君
』
は
、
王
術
の
間
に
明
確
な
質

的
隔
差
を
設
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
『
公
羊
伝
』
と
同
じ
く
、
一

つ
の
大
き
な
転
換
点
に
位
置
し
て
い
た
、
と
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
戦
国
末
の
成
立
と
思
わ
れ
る
『
明
君
』
が
既
に
『
公

羊
伝
』
と
類
似
す
る
王
覇
観
を
述
べ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
直
ち
に
次

の
如
き
疑
問
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
即
ち
王
術
観
の
展
開

の
上
で
、
『
公
羊
伝
』
が
大
き
な
転
換
点
に
位
置
す
る
と
言
っ
て
よ
い
の

か
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
先
秦
か
ら
漠
初
に
至
る
王
術
糾
は
王
道
か
ら
術

道
へ
の
転
換
を
遂
げ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
『
公
羊
伝
』
に
先
行
す
る
と
思
わ
れ
る
諸
思
想
に
視
野
を
拡

大
し
、
王
覇
観
の
流
れ
を
今
少
し
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

先
ず
、
『
尉
諒
子
』
に
は
、
「
独
り
出
で
独
り
入
る
者
は
、
王
覇
の
兵
固

な
り
」
（
制
談
篇
）
の
如
く
「
王
覇
」
を
連
称
す
る
表
現
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
王
者
と
覇
者
を
一
応
区
別
し
な
が
ら
も
、
両
者
の
質
的
差
等
を

(9) 
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そ
れ
ほ
ど
厳
格
に
考
え
て
い
な
い
た
め
の
表
現
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ

の
連
称
表
現
は
、
『
呂
氏
春
秋
』
に
も
、
「
王
覇
を
成
す
者
」
（
審
分
覧

知
度
篇
）
の
如
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
、
『
管
子
』
で
は
、
「
一
を
明
ら
か
に
す
る
者
は
皇
、
道
を
察
す

る
者
は
帝
、
徳
に
通
ず
る
者
は
王
、
謀
得
て
兵
勝
つ
者
は
覇
」
（
兵
法
篇
）

の
如
き
表
現
が
見
え
る
。
こ
こ
に
、
皇
ー
帝
ー
王
ー
覇
と
い
う
段
階
は
存

在
す
る
も
の
の
、
「
覇
」
は
決
し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
「
故
に
夫
の
兵
は
備
道
至
徳
に
非
ず
と
雖
も
、
然
り
而
し
て
王
を

輔
け
覇
を
成
す
所
以
な
り
」
（
同
）
の
如
く
、
「
王
」
と
共
に
高
く
評
価

さ
れ
て
い
る
f

ま
た
、
馬
王
堆
吊
書
『
老
子
』
乙
本
の
巻
前
古
侠
書
『
経
法
』
『
称
』

等
の
王
覇
観
も
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
戦
国
末
か
ら

漠
初
の
思
想
界
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
と
さ
れ
る
黄
老
道
の
実
態
を

明
ら
か
に
し
得
る
資
料
と
し
て
、
現
在
注
目
さ
れ
て
い
る
文
献
で
あ
る
が
、

固

そ
の
中
に
は
、
「
帝
者
の
臣
、
名
は
臣
な
る
も
其
の
実
は
師
な
り
。
王
者

の
臣
、
名
は
臣
な
る
も
其
の
実
は
友
な
り
。
覇
者
の
臣
、
名
は
臣
な
る
も

其
の
実
は
賓
な
り
。
危
者
の
臣
、
名
は
臣
な
る
も
其
の
実
は
肘
な
り
。
亡

者
の
臣
、
名
は
臣
な
る
も
其
の
実
は
閲
な
り
」
（
『
称
』
）
と
説
か
れ
て

い
る
。
右
の
『
管
子
』
同
様
、
帝
ー
主
ー
術
ー
危
ー
亡
の
段
階
は
見
ら
れ

る
も
の
の
、
決
し
て
「
硼
」
は
否
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。
批
判
の
対
象
と

さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
術
王
、
甲
士
を
積
み
て
服
さ
ざ
る
も
の
を
征
す
。

罪
に
当
た
る
も
の
を
誅
禁
し
て
其
の
利
を
私
せ
ず
。
故
に
令
天
下
に
行
な

わ
れ
て
敢
え
て
聴
か
ざ
る
も
の
莫
し
。
此
れ
自
り
以
下
は
、
兵
戦
力
争
し
、

危
亡
に
日
元
し
。
而
る
に
其
の
従
り
て
来
る
所
を
知
る
莫
し
」
（
『
経
法
』

六
分
）
と
い
う
主
張
か
ら
明
ら
か
な
如
く
、
「
此
れ
自
り
以
下
」
、
即
ち

術
者
未
満
の
者
で
あ
る
。
ま
た
、
「
二
文
一
武
を
用
う
る
者
は
王
た
り
」

（
同
）
の
如
く
、
王
者
の
内
実
に
「
武
」
を
含
む
と
の
見
解
も
示
さ
れ
て

い
る
。右
の
如
く
、
『
公
羊
伝
』
に
先
行
す
る
と
思
わ
れ
る
諸
思
想
に
於
て
も
、

『
明
君
』
『
公
羊
伝
』
に
類
似
す
る
思
考
は
散
見
す
る
。
或
る
者
は
「
王
」

と
「
術
」
を
「
王
覇
」
と
連
称
し
、
或
る
者
は
、
王
覇
の
間
を
程
度
の
差

と
考
え
、
共
に
高
く
評
価
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
文
献
に
共
通

す
る
特
徴
と
し
て
は
、
い
ず
れ
も
「
軍
事
」
に
つ
い
て
の
現
実
的
な
思
索

が
見
ら
れ
る
こ
と
、
「
儒
家
的
」
「
法
家
的
」
と
い
っ
た
枠
組
で
は
把
握

し
切
れ
な
い
内
容
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
特
徴
は
、

正
し
く
『
明
君
』
の
特
徴
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

と
す
れ
ば
、
王
道
か
ら
術
道
へ
の
転
換
と
い
う
捉
え
方
は
、
こ
の
時
期

の
思
想
界
全
体
に
は
適
用
し
難
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
た
び
視
野
を

僻
家
以
外
の
諸
思
想
に
拡
大
す
れ
ば
、
王
覇
の
別
を
声
高
に
叫
ぶ
孟
子
の

姿
こ
そ
、
む
し
ろ
特
異
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
先
秦
か
ら
漢
代

に
至
る
王
術
観
に
つ
い
て
は
、
王
術
の
間
を
流
動
的
あ
る
或
い
は
並
列
的

に
捉
え
よ
う
と
す
る
思
考
が
早
く
か
ら
広
く
存
在
し
、
そ
れ
が
歯
仲
舒
以

後
の
王
術
等
質
観
へ
展
開
し
て
行
っ
た
と
考
え
る
方
が
、
よ
り
妥
当
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、
浅
野
裕
一
氏
は
、
日
原
論
文
の
考
察
が
悩
家
の
内
部
に
限
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
銀
雀
山
淡
雌
竹
筒
『
孫
子
兵
法
』
九

(10) 
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地
篇
の
「
四
五
の
者
一
と
し
て
智
ら
ざ
れ
ば
、
王
覇
の
兵
に
は
非
ざ
る
な

り
。
彼
の
王
覇
の
兵
は
、
大
国
を
伐
た
ば
、
則
ち
其
の
衆
は
棗
ま
る
を
得

ず
」
と
い
う
王
覇
両
者
を
同
等
に
評
価
し
て
連
称
す
る
表
現
、
ま
た
、

『
呉
子
』
図
国
篇
の
「
三
勝
す
る
者
は
覇
た
り
。
二
勝
す
る
者
は
王
た
り
。

一
勝
す
る
者
は
帝
た
り
」
と
い
う
、
王
覇
を
単
な
る
程
度
の
差
異
と
し
て

連
続
的
に
把
握
す
る
思
考
、
な
ど
を
具
体
例
と
し
て
掲
げ
、
「
漢
代
の
王

覇
等
質
論
は
、
公
羊
伝
の
論
理
を
待
っ
て
出
現
し
た
新
説
で
は
な
く
、
敢

え
て
例
外
的
な
孟
子
の
説
を
採
ら
ず
に
、
単
に
先
秦
の
主
流
的
な
王
覇
観

を
踏
襲
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
と
思
う
」

s
 

と
述
べ
ら
れ
る
。

ま
た
、
田
中
麻
沙
巳
氏
は
、
孔
子
—
孟
子
ー
荀
子
ー
公
羊
伝
と
い
う
儒

家
の
系
譜
内
に
限
定
し
て
考
え
て
み
て
も
、
そ
の
見
方
自
体
に
問
題
点
が

⑱
 

あ
る
こ
と
を
次
の
如
く
指
摘
さ
れ
る
。

•
『
公
羊
伝
』
は
文
と
質
、
理
念
と
現
実
と
を
峻
別
す
る
い
わ
ば
文
質

二
元
論
で
あ
り
、
こ
れ
が
一
元
論
に
発
展
す
る
傾
向
は
、
こ
の
伝
に

は
見
当
ら
な
い
。

•
従
っ
て
、
公
羊
伝
か
ら
「
王
者
と
覇
者
の
違
い
は
倫
理
の
濃
淡
の
差

に
す
ぎ
な
い
と
の
解
釈
」
が
嘩
き
出
せ
る
か
否
か
は
不
明
で
、
む
し

ろ
導
き
出
せ
る
の
は
、
本
篇
で
挙
げ
ら
れ
る
荀
子
か
ら
で
は
な
か
ろ

う
か
。

•
荀
子
に
は
王
・
覇
を
「
上
下
の
段
階
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
」
、
「
倫

理
の
濃
淡
に
す
ぎ
な
い
」
と
す
る
見
方
の
素
因
が
現
に
あ
り
、
こ
れ

が
漠
に
至
っ
て
、
「
春
秋
之
道
、
大
得
之
則
以
王
、
小
得
之
則
以
霰
、

…
…
術
王
之
道
、
皆
本
於
仁
」
、
（
『
春
秋
繁
露
』
愈
序
）
以
下
の

王
術
観
に
展
開
す
る
、
と
解
す
る
の
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。

•
斉
桓
の
覇
業
へ
の
孔
子
の
こ
の
肯
定
的
な
姿
勢
が
、
荀
子
に
継
承
さ

れ
て
そ
の
術
者
評
価
と
な
り
、
更
に
漠
代
の
王
覇
等
質
観
へ
と
連
な

る
、
と
見
る
方
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

右
の
両
氏
の
指
摘
か
ら
も
、
『
明
君
』
は
や
は
り
、
王
覇
の
間
を
程
度

の
差
と
見
る
先
秦
の
王
術
観
を
端
的
に
示
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
王
砺
糾
が
摸
代
の
王
覇
等
質
糾
へ
連
続
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
『
明
君
』
と
漢
代
思
想
界
と
の
密
接
な
関
係
を
予
測
す
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
『
明
君
』
の
思
想
を
念
頭
に
置
き

つ
つ
、
淡
代
初
期
の
思
想
界
に
目
を
転
じ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

秦
帝
国
の
崩
壊
は
、
法
家
思
想
へ
の
深
刻
な
反
省
を
喚
起
し
た
。
し
か

し
、
当
時
の
思
想
界
は
、
儒
家
思
想
へ
の
全
き
回
帰
を
遂
げ
た
の
で
は
な

ぃ
。
「
文
武
井
用
は
、
長
久
の
術
な
り
」
（
『
淡
書
』
陸
買
伝
）
と
言
わ

れ
る
如
く
、
や
や
折
衷
的
傾
向
を
哨
び
て
い
た
。
陸
質
は
、
「
郷
向
に
秦
を

し
て
以
て
天
下
を
井
せ
、
仁
義
を
行
な
い
、
先
聖
に
法
ら
し
め
ば
、
陛
下

安
ん
ぞ
得
て
之
を
有
た
ん
」
（
同
）
と
、
「
武
」
に
よ
っ
て
天
下
を
統
一

し
た
秦
が
、
も
し
も
「
文
」
に
よ
っ
て
天
下
を
統
治
し
て
い
れ
ば
、
漢
帝

国
の
成
立
は
な
か
っ
た
と
述
べ
、
馬
上
に
天
下
を
取
っ
た
劉
邦
を
戒
め
る
。

こ
う
し
た
「
文
武
井
用
」
或
い
は
「
武
」
に
よ
る
勝
利
の
後
の
「
文
」
に

よ
る
統
治
な
ど
は
、
先
の
『
明
君
』
の
主
張
を
紡
彿
と
さ
せ
る
も
の
が
あ

る。

(11) 
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ま
た
、
摸
敬
は
、
「
天
下
、
周
に
朝
す
る
莫
し
。
周
、
制
す
る
能
わ
ず
。

徳
の
菊
き
に
非
ず
、
形
勢
弱
け
れ
ば
な
り
」
（
『
漠
書
』
婁
敬
伝
）
と
、

「
徳
」
と
「
形
勢
」
の
両
備
を
主
張
し
、
「
形
勢
」
の
伴
わ
な
い
観
念
的

な
徳
治
主
義
を
退
け
た
。
更
に
暉
錯
は
、
「
服
習
以
て
成
し
、
遷
徒
歩
を

令
す
る
勿
か
れ
。
…
…
此
く
の
如
く
し
て
勧
む
る
に
厚
賞
を
以
て
し
、
威

す
る
に
重
罰
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
死
を
前
に
し
て
踵
を
遠
さ
ず
」
（
同
、

訛
錯
伝
）
と
、
共
同
体
の
雌
重
を
前
提
に
「
厚
賞
」
「
重
罰
」
を
積
極
的

に
支
持
し
、
「
此
れ
五
伯
の
徳
も
て
天
下
を
匡
し
、
威
も
て
諸
候
を
正
し
、

功
業
甚
だ
美
し
く
、
名
声
章
明
な
る
所
以
な
り
」
（
同
）
と
、
「
威
」

「
徳
」
の
併
用
を
主
張
す
る
。

従
っ
て
、
秦
帝
国
の
遺
産
は
全
く
灰
髄
に
帰
し
た
の
で
は
な
く
、
漢
初

の
思
想
界
に
巧
み
に
取
り
込
ま
れ
て
行
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

事
実
、
例
え
ば
「
臣
願
わ
く
ば
、
頗
る
古
礼
を
采
り
秦
儀
と
雑
え
て
之
を

就
さ
ん
」
（
同
‘
叔
孫
通
伝
）
と
、
部
分
的
な
「
秦
儀
」
の
採
用
を
明
確

に
主
張
す
る
立
場
さ
え
あ
っ
た
。
漠
初
に
お
い
て
、
孔
子
・
孟
子
の
時
代

へ
の
回
帰
は
、
「
通
笑
い
て
曰
く
、
若
ら
真
の
郷
儒
、
時
変
を
知
ら
ず
」

（
同
）
と
罵
ら
れ
る
如
く
、
も
は
や
時
代
の
要
請
と
は
大
き
く
懸
け
離
れ

た
立
場
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

こ
う
し
た
文
武
併
用
・
儒
法
折
衷
的
傾
向
は
、
確
か
に
秦
帝
国
の
滅
亡

に
よ
っ
て
表
面
化
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
漠
初
の
思
想
界
は
、
秦
帝
国

の
立
場
を
部
分
的
に
と
は
言
え
、
ど
の
よ
う
な
理
論
で
取
り
込
ん
で
行
っ

た
の
か
。
ま
た
、
戦
国
末
の
世
に
於
て
、
法
家
思
想
を
背
景
に
猛
進
す
る

秦
の
姿
に
、
全
く
危
機
感
は
持
た
れ
な
か
っ
た
の
か
、
と
考
え
て
み
る
時
、

『
明
君
』
の
思
想
史
的
意
義
が
改
め
て
浮
上
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
王

者
と
術
者
を
程
度
の
差
と
し
、
「
充
軍
」
「
必
勝
」
と
「
広
仁
」
「
大
義
」

と
を
同
居
さ
せ
る
『
明
君
』
の
思
想
は
漠
初
の
思
想
界
を
予
兆
す
る
か
の

如
き
存
在
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
陸
買
や
婁
敬
な
ど
漢
初
の
諸
子
が
、

『
明
君
』
そ
の
も
の
を
引
用
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
直
接
的
な
影
膀
関

係
を
論
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
彼
等
の
議
論
の
背
後
に
、

『
明
君
』
の
如
き
思
想
の
存
在
を
読
み
取
る
こ
と
は
容
易
で
あ
り
、
ま
た

そ
う
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
突
如
折
衷
的
傾
向
を
見
せ
る
か
の
如
き
淡

初
の
思
想
界
を
、
よ
り
明
快
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
即

ち
そ
う
し
た
折
衷
的
思
索
は
、
秦
帝
国
の
滅
亡
を
待
っ
て
俄
か
に
開
始
さ

れ
た
の
で
は
な
く
、
秦
の
急
成
長
を
横
目
で
院
み
な
が
ら
既
に
着
々
と
進

め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
換
言
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
思
索
は
、
独
走
す
る
秦
へ
の
、
ま
た
法

家
思
想
へ
の
、
深
刻
な
危
機
惑
の
表
わ
れ
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
『
明

君
』
は
法
家
思
想
の
魅
力
を
充
分
に
理
解
し
つ
つ
、
同
時
に
そ
の
恐
る
べ

き
欠
陥
に
も
気
づ
い
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
『
明
君
』
は
、
王
者
の
覇
者

化
と
も
言
え
る
特
異
な
王
覇
観
を
整
合
面
と
す
る
法
家
的
要
素
と
儒
家
的

要
素
と
の
統
合
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
儒
法
折
衷
傾

向
は
、
漠
初
の
思
想
界
の
前
触
れ
と
な
り
、
ま
た
、
王
覇
の
連
続
性
を
容

易
に
し
た
点
は
、
漠
代
王
覇
観
の
先
駆
け
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(12) 
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以
上
、
本
稿
で
は
、
馬
王
堆
吊
書
『
明
君
』
の
分
析
を
通
し
、
そ
の
思

想
史
的
意
義
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
き
た
。
そ
の
結
果
は
前
章
末
尾
に

要
約
し
た
通
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
思
想
史
的
意
義
に
も
拘
わ
ら
ず
、
『
明
君
』
は
古
侠
書

と
し
て
永
い
眠
り
に
就
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
要
因
と
し
て
は
、

戦
火
に
よ
る
亡
侠
、
伝
承
者
の
不
在
な
ど
、
様
々
な
推
測
が
可
能
で
あ
ろ

う
。
但
し
、
そ
の
最
大
の
要
因
は
、
『
明
君
』
の
思
想
内
容
そ
の
も
の
に

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
儒
法
折
衷
的
傾
向
や
王
覇
観
が
、
漠
初
の
思
想
界
と
の
連
続
性
を

持
つ
こ
と
は
、
既
に
論
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
『
明
君
』
の
王
紛
観
は
淡

代
の
王
覇
等
質
観
の
先
駆
的
存
在
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
偏
法
折
衷
的
傾

向
は
、
陸
買
•
襲
敬
•
旱
叫
錯
．
叔
孫
通
な
ど
の
主
張
と
軌
を
一
に
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
『
明
君
』
の
思
想
に
は
、
漢
代
思
想
界
の

希
求
し
た
不
可
欠
の
要
素
が
、
大
き
く
欠
落
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
れ
は
、
天
道
説
で
あ
る
。
王
覇
の
並
列
化
や
儒
法
の
折
衷
化
は
、

漢
代
思
想
界
の
求
め
た
重
要
な
思
索
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
並
列
化

や
折
衷
化
は
、
実
際
統
治
の
場
に
於
て
、
何
を
規
範
と
し
て
具
体
化
す
れ

ば
よ
い
の
か
、
ま
た
、
何
が
そ
れ
を
保
証
し
て
く
れ
る
の
か
、
と
い
う
疑

問
が
次
に
頭
を
接
げ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
、
『
明
君
』
に
は
存
在

せ
ず
、
董
仲
舒
に
は
そ
の
最
大
の
特
色
と
し
て
存
在
す
る
も
の
、
即
ち
天

道
説
の
問
題
に
行
き
当
た
る
の
で
あ
る
。
蓋
仲
舒
に
於
け
る
天
道
が
、

結

五
口t-itn 

6 

文
物
出
版
社
、

帝
権
力
を
保
証
及
び
抑
制
す
る
と
い
う
二
重
構
造
を
持
っ
て
存
在
す
る
こ

と
は
、
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
『
明
君
』
に
は
、
こ
う
し
た
天
道
へ

⑨
 

の
思
索
が
全
く
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
儒
法
折
衷
的
と
は
言
い
な
が
ら
、
肝
心
の
法
思
想
そ
の
も
の
を

持
た
な
か
っ
た
と
い
う
点
も
、
大
き
な
要
因
の
―
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

商
映
•
韓
非
の
思
想
も
、
天
道
説
を
持
た
な
い
と
い
う
点
に
於
て
、
そ
れ

自
体
は
『
明
君
』
と
同
じ
欠
陥
を
抱
え
て
い
た
訳
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は

む
し
ろ
、
そ
の
明
快
な
法
思
想
・
法
術
思
想
の
存
在
に
よ
っ
て
、
様
々
に

形
を
変
え
な
が
ら
膜
初
の
思
想
界
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
明
君
』
で
は
、
こ
の
法
思
想
と
い
う

点
に
於
て
も
、
大
き
な
反
響
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。漢
初
の
思
想
界
は
、
こ
う
し
た
『
明
君
』
の
思
想
を
、
一
面
に
於
て
吸

収
し
つ
つ
、
ま
た
一
面
に
於
て
乗
り
越
え
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
八

0
年）

注
(
1
)

『
馬
王
堆
淡
築
吊
書

参
照
。

(
2
)

以
下
、
『
明
君
』
の
訓
読
に
際
し
て
は
『
馬
王
堆
模
硲
吊
書

〔
壼
〕
』
の
釈
文
に
従
う
。
但
し
、
同
書
に
附
さ
れ
た
写
真
版
・

注
釈
や
私
見
に
よ
り
字
句
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
ま
た
、
原
文

の
欠
落
部
分
に
つ
い
て
も
、
同
曹
の
注
釈
や
私
見
に
よ
り
可
能
な

箇
所
に
つ
い
て
は
出
来
る
だ
け
復
元
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
。

(13) 
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『
明
君
』
の
原
文
は
、
『
馬
王
堆
漠
墓
吊
書
〔
壺
〕
』
の
改
行
と

「
．
」
印
と
に
よ
っ
て
、
全
体
が
次
の
三
節
に
分
か
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

I
「
臣
以
」
ー
「
令
行
」
写
真
版
四

0
四
行
l
四
ニ
―
行

II
「
壺
室
」
ー
「
聞
也
」
写
真
版
四
ニ
―
行
l
四
三
三
行

田
「
人
君
」
ー
「
下
利
」
写
真
版
四
三
四
行
l
四
五
一
行

そ
こ
で
以
下
、
各
資
料
の
お
お
よ
そ
の
位
置
を
示
す
た
め
、
右

の
区
分
に
従
っ
て
各
訓
読
文
の
末
尾
に

(
I
)

（
II)

（
III)

の
如
き
記
号
を
付
す
こ
と
と
し
た
。

(
4
)

『
中
国
哲
学
史
の
展
望
と
模
索
』
（
創
文
社
、
一
九
七
六
年
）
所

収
。
ま
た
、
『
漢
代
思
想
の
研
究
』
（
研
文
出
版
、
一
九
八
六
年
）

に
再
録
。

(
5
)

『
尉
諒
子
』
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
偽
書
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
っ

た
が
、
銀
雀
山
漠
墓
竹
簡
の
発
見
に
よ
り
、
先
秦
の
古
書
で
あ
る

こ
と
が
ほ
匠
明
ら
か
に
な
っ
た
。
『
尉
練
子
』
の
成
立
時
期
や
思

想
内
容
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
尉
諒
子
』
の
富
国
強
兵
思
想
」

（
『
東
方
学
』
第
六
十
九
輯
、
一
九
八
五
年
）
参
照
。

(
3
 

(
6
)
以
下
、
『
経
法
』
『
称
』
の
引
用
に
際
し
て
は
、
『
馬
王
堆
漢
絡

吊
書
〔
壼
〕
』
（
文
物
出
版
社
、
一
九
八

0
年
）
に
依
る
。

(
7
)
日
原
利
国
氏
『
漢
代
思
想
の
研
究
』
に
対
す
る
浅
野
裕
一
氏
の
書

評
o

『
集
刊
東
洋
学
』
五
七
（
一
九
八
七
年
）
所
収
。

(
8
)

『
漠
代
思
想
の
研
究
』
に
対
す
る
田
中
麻
沙
巳
氏
の
書
評
。
『
東

洋
史
研
究
』
第
四
十
五
巻
第
三
号
（
一
九
八
六
年
）
所
収
。

(
9
)

『
明
君
』
の
残
し
た
こ
の
よ
う
な
課
題
を
更
に
乗
り
越
え
ん
と
努

め
、
董
仲
舒
の
先
駆
的
役
割
を
果
た
し
た
思
想
と
し
て
、
『
経
法
』

『
称
』
等
の
出
土
文
献
、
及
び
『
管
子
』
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
塩
鉄
論
争
に

見
る
管
子
と
菫
仲
舒
の
思
想
」
（
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
三
十

九
集
、
一
九
八
七
年
）
参
照
。

〔
付
記
〕本
稿
は
、
昭
和
六
十
一
年
度
・
文
部
省
科
学
研
究
費
・
奨
励
研
究

(
A
)
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

(14) 


